
大規模地震発生時における帰宅困難者等の適切な行動判断のための情報提供シナリオ 首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議 

＜災害想定＞ 

・発災：平時昼 12 時（都心南部直下地震Ｍ７クラス） ・通信環境維持 

＜定義＞ 

・一時滞在施設：行き場のない帰宅困難者を、安全に帰宅開始できるまでの間、

原則３日間受け入れる施設 
※ 開設期間は目安であり、発災時の対応は施設や周辺の状況、協定の内容等により異なる 

○ 帰宅困難者等の適切な行動判断に必要な情報については、それぞれの主体が自身の管理する情報の提供に努めているが、時系列
で変化する帰宅困難者等の行動判断に照らして、必ずしも一連の情報として形成されていない。 

○ 各主体が、時間経過に応じて、いつ、どのタイミングで、誰が、どのような情報を出すのかの基本的なケースを共有し、帰宅困
難者等の行動変化に照らして、異なる主体が発信する情報が不連続とならないようにすることが重要。 

○ 量的に充足し、適切に更新された情報の発信は、流言やデマの拡散による混乱の防止にも効果的であることに留意し、刻々と変
化する状況に応じて、可能な限り正しい情報発信に努める。 

○ 情報提供にあたっては、こどもや障害のある方々、外国人等に対する情報格差の防止や、デジタル技術に精通していない帰宅困
難者等の存在に配慮する。 

情報の連続性 情報伝達 

 

 
＜行政＞ ＜帰宅困難者の行動傾向＞ 

 発信する情報等 ●：対一般  ○：対施設内滞在者等 

行政 鉄道事業者 一時滞在施設 企業等 その他 

平時の備え 

 ●一斉帰宅抑制の基本原則、帰宅ルールの

周知徹底 

●発災時に必要となる情報の提供体制の

整備 

・災害情報、被害情報、交通情報 等 

・一時滞在施設の名称・所在地等（可能な

限り）、発災時の開設情報の取得方法 

・災害時帰宅支援ステーションの所在 等 

●発災から運転再開までの基本的な流れ 

・地震感知で直ちに停止、点検に時間を要

することがある旨（目視） 

・発災時における鉄道利用者の避難誘導 

・再開直後は運転本数が少ないこと、混雑

の懸念 等 

●最新の運行情報の取得方法 

●施設の名称、所在地等（可能

な限り） 

●発災時に必要となる情報の

提供体制の整備 

○一斉帰宅抑制の基本原

則、帰宅ルールの周知徹底 

○優先業務、分散帰宅の方

針等の従業員等の行動方

針、安否確認方法の策定、

周知。 

○発災時に必要となる情報

の提供体制の整備 

○駅前滞留者対策

協議会： 構成員の

役割分担、連絡体

制の構築 

○学校、保育施設

等： 保護者等が帰

宅困難者となる可

能性を踏まえた対

応の検討 

 

 

 

 

●地震情報（震源・規模等）、被害情報  （被害情報等収集） （被害情報等収集）  

●一斉帰宅抑制、安全な場所に待機 

●むやみに駅に向かわない 

 

 

（一時滞在施設の開設要請） 

 

 

●運転見合わせ、ステータス（点検中等） 

●運転再開の見込みは立っていない旨 

（運転再開は、安全確認がとれた後） 

※状況変化に準じて、即時的に更新 

 

 

●最新の運行情報の所在と取得方法 

●〈駅〉乗客・駅利用客の安全確保（呼び

かけ・誘導） 

 

 

状況に応じて 

建物点検、開設準備 等 

（建物点検） 

（受入れ可否判断） 

○被害状況、交通情報等 

○施設内（または安全な場

所）待機、むやみに駅に向

かわない 

○企業等ごとの行動方針、

帰宅ルールに基づき努め

るべき事項、配慮すべき事

項 

○学校、保育施設

等： 安否確認・

保護者等へ連絡 

○商業施設等：利

用者の安全確保

（呼びかけ・誘

導） 

●行き場の情報 

・一時滞在施設の開設を要請した旨 

準備に一定程度の時間を要する旨 

・開設までの退避場所 

・施設情報をどこで取得できるか 

●一時滞在施設の開設情報 

○〈駅〉駅構内の安全が確保できない場合

は、自治体が指定する公園等の退避場所

または一時滞在施設等の安全確保先 

○開設報告 

 ○商業施設等：施

設内の安全が確保

できない場合は、

自治体が指定する

公園等の避難場所

または一時滞在施

設等の安全確保先 
●一時滞在施設の受入れ状況 

 

 ○受入れ状況 

（収容可能人員に達した場合

は受入停止した旨） 

○開設期間 

○帰宅ルールに基づき努める

べき事項、配慮すべき事項 

 

  

 
●被害情報、交通情報等 

 

●帰宅ルールに基づき努める

べき事項、配慮すべき事項 

 

 

●運転再開見込み情報 

・再開見込み時刻、路線・区間、 

運転間隔、接続線の運行状況 等 

●混雑緩和のための対処の情報（駅入場規

制等） 

●混雑緩和への協力要請 

○被害情報、交通情報 

 

○帰宅ルールに基づき努める

べき事項、配慮すべき事項 

○閉設案内、退所要請 

○被害情報、交通情報 

 

○帰宅ルールに基づき努め

るべき事項、配慮すべき事

項 
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鉄道運転 
見合せ 

おおむね 
３日 

○状況把握（地震・被害等） 

○鉄道が動かないと分かれば一

旦はとどまる 

○家族等の安否確認 

○情報が不足 

⇒ とりあえず駅に向かう 

流言に翻弄 

情報収集 

被害状況（物的・人的） 

交通情報、混乱状況等 

待機の呼びかけ 

一時滞在施設 開設 

・一時滞在施設の表示 

・市区町村等への開設報告 

○居場所がない、どう行動すれ

ばいいか分からない、 

待っていても埒があかない 

子供のお迎え・介護等 

↓ 帰宅をはじめる 

↓ 集団心理・助長 

駅周辺混雑・歩道飽和 

↓ 応急活動を阻害 

二次被害（集団転倒、余震） 

必要に応じて、公園等の退

避場所に誘導 

○一時滞在施設で待機 

おおむね６時間以内 

一時滞在施設の開設要請 

（段階的に 
運転再開） ○路線の再開情報を察知 

↓ 真偽不明の情報が拡散、 

 集団移動を誘発 

↓ 道路、駅周辺が混雑 

↓ 新たな混乱、二次被害 

分
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情報提供・帰宅ルールに 

基づく注意喚起 

・被害状況（物的・人的） 

交通情報、混乱状況等 

・施設にいつまで滞在でき

るか 

帰宅支援 

・一時滞在施設 閉鎖 

一時滞在施設 受入れ 

おおむね 12 時間以内 


